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Ⅰ 特別法人町田市土地開発公社 

＜基本情報＞ 
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＜助言及び提案＞ 

市所管部は、以下の助言・提案を踏まえ、団体に対し適切に対応していただきた

い。 

 

１ 財務状況 

財務に関する情

報の提示につい

て 

特別法人町田市土地開発公社（以下「土地開発公社」とい

う。）は市が設立した外郭団体であるが、決算書において、預

金、借入の相手先である金融機関名が黒塗りされている。市

によれば、外郭団体に対する市の出資比率に関わらず、事務

局で一定のルールに基づいて黒塗りの対応をしており、審議

に必要と思われる部分のみを公開する形で委員会資料とし

て提示しているとのことであった。 

財務に関する情報については、指導監督の観点から、銀行

名等の全ての情報を提示することを検討していただきたい。 

２ 事業実施状況  

なし 

３ 市の関与状況  

理事及び幹事の

任命について 

基本情報調査票「４．役職員数」によれば、土地開発

公社の理事及び監事に市の職員が任命されている。 

どの役職の職員を土地開発公社の理事及び幹事として任

命することとなっているのか確認したところ、理事長は副

市長、常務理事は財務部長が務めており、その他の理事に

ついては土地開発公社に関係する部署の部長に依頼するこ

ととしているが、この関係部署については明記されたもの

はないとのことであった。また、監査は実務では関わりの

ない部署に依頼しているが、理事と同様に明確な決めはな

いとのことであった。 

理事の任命については、任命を受ける市職員の所属や役職

などをより明確にするために内規等での整理を検討するよ

う指導していただきたい。 
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４ その他 

契約書における

用地の買戻し期

間の規定につい

て 

土地開発公社が代行取得した用地の買戻しについて、所

管課によれば、市と土地開発公社で交わす代行取得契約書

の中で５年以内に買戻すことを明記しているが、翌年度の

買戻し義務はなく、土地開発公社から各所管課に対して依

頼をするに留まっているとのことであった。 

基本的には翌年度の用地の買戻しを要請するということ

であれば、契約書上の規定については短い期間への変更を検

討するよう指導していただきたい。 

理事の外部人材

登用について 

 理事については全員を市の職員から任命しており、監事

については外部の人材を１名任命しているとのことであっ

た。 

経営の適正性をさらに確保していくためにも、理事に外部

の方を入れることについて、他自治体の事例も確認しながら

研究するよう指導していただきたい。 

不服申立てにお

ける第三者の関

与について 

情報公開や個人情報保護の不服申立てについて、所管課

によれば、不服申立てに対する決定の過程には第三者が関

わっていないとのことであった。 

不服申立てに対する決定の客観性・中立性を担保するた

めにも、市の職員で構成されている理事会だけで完結させ

るのではなく、第三者が不服申立てに対する判断の際に明

確に関わる方法を検討するよう指導していただきたい。 

 

 

 

 

 

 



 

8 

 

Ⅱ 社会福祉法人町田市社会福祉協議会 

＜基本情報＞ 
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＜助言及び提案＞ 

市所管部は、以下の助言・提案を踏まえ、団体に対し適切に対応していただきた

い。 

 

１ 財務状況 

地域福祉への参

画意義を感じら

れる仕組みづく

りについて 

基本情報調査票「３．財務状況」には、収支の改善に向

けた取り組みとして、「会員会費と寄附金増強に引き続き努

め財源確保を図る」と記載されている。 

社会福祉法人町田市社会福祉協議会（以下「社会福祉協

議会」という。）によれば、表彰規程を設けており、会費や

寄附額の合計金額が団体は１０万円以上、個人は５万円以

上で表彰することとしているとのことである。それ以外の

寄附者に対しては、希望があった場合に寄附者として氏名

が記載された広報紙を発送することとしているが、会員に

ついては特に広報紙の発送なども行っていないとのことで

あった。 

会員の方が、地域の福祉に参画している意義を感じられ

る仕組みを考えるよう指導していただきたい。 

従業員の給与及

び待遇の改善に

ついて 

基本情報調査票「３．財務状況（６）その他②経営環境

の変化に関する今後の見通し」の「内部要因によるもの」

に、専門性の高い福祉人材のニーズが増しているとの記載

がある。専門性の高い福祉人材を確保するための方策につ

いて事前質問を行ったところ、「人材の確保という観点で

は、嘱託職員からの正規登用制度活用の他、募集要項に福

祉関係の資格要件を記載することで確保を図っています。

育成により、専門性の高い人材を確保するという観点で

は、東京都社会福祉協議会主催の地域福祉コーディネータ

ー養成研修等に参加し、専門性を高める取組を行っていま

す。」と回答があった。社会福祉協議会によれば、給与に

ついては基本的に町田市に倣っている。また、有資格者に

対しては手当てを付けているとのことであった。 

人材確保のため、募集要項に資格要件を記載するだけで

なく、給与及び待遇面の改善について検討するよう指導し

ていただきたい。 
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２ 事業実施状況  

事業目標値の設

定について 

基本情報調査票「５．主要事業の内容と評価」につい

て、「①地域で困りごとを抱える人を支援する仕組みづく

り」事業の「各地域への訪問回数」の目標が設定されてい

ない状況である。事前質問にて目標がないことの根拠を確

認されており、その回答の中で、「これまでの実績を踏ま

え、事業の評価・検証を行っていくことが課題である」と

記載があった。 

「地域で困りごとを抱える人を支援する仕組みづくり」

は重要な事業であり、事業の評価を行うためにも目標を定

めることを検討するよう指導していただきたい。 

３ 市の関与状況  

なし 

４ その他 

不服申立ての決

定における第三

者の関与につい

て 

情報公開及び個人情報保護の不服申立てがあった際の第

三者の関与について、所管課及び社会福祉協議会によれば、

外部の弁護士の関与はあるものの、決定過程に参加するので

はなく、助言という位置づけに留まっているとのことであっ

た。 

不服申立てに対する決定の客観性・中立性を担保するた

め、組織内部だけで完結させるのではなく、結論を出す過程

への外部の方の登用を検討するよう指導していただきたい。 

評議員会の議事

録の公開につい

て 

評議員会の議事録について、事前質問への所管課からの回

答によれば、社協事務局に備え置きし、請求があった場合に

閲覧に応じることとなっているとのことであった。 

積極的に公開している団体も増えているため、社会福祉協

議会においても、より積極的な公開を検討するよう指導して

いただきたい。 

 


